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「公民館」はなぜ必要？(1) 

公民館の多様性・・・ 

住民+地域制+職員＝公民館 

公民館は地域の中で、職員に支えられ、住民の主体的な取

り組みによって「創られる」施設である。 

「公民館」はなぜ必要？(2) 

1946 年７月５日 文部省「公民館の設置運営について」 

●国民の教養を高めて、道徳的知識的並に政治的の水準を引き上げ、

または町村的自治体に民主主義の実際的訓練を与えると共に科学思想

を普及し平和産業を振興する基を築くことは、新日本建設の為に最も重要

な課題 

１ 
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① 民主主義の学校…住民相互の話しあい・学びあいを重視 
② 地域住民の学習拠点…地域性（郷土）に根ざした生活・産業にかかわる 

学習と交流 
③ 文化教養の機関…道徳・知識・政治 
④ 郷土振興の拠点…団体中心、町村振興の底力 
→「実際生活に即する教育・学術・文化」「教養の向上」「健康の増進」「情

操の純化」 
＝「生活文化の振興」「社会福祉の増進」 

 

「公民館」はなぜ必要？（４） 
  

「公民館」はなぜ必要？（５） 

「公民館」はなぜ必要？（３） 

●公民館は全国の各町村に設置せられ、此処に常時に町村民がうち集って談

論し読書し、生活上産業上の指導を受けお互いの交友を深める場所である。

それはいわば郷土における公民学校、図書館、博物館、公会堂、町村集会所、

産業指導所などの機能をかねた文化教養の機関である。それはまた青年団婦

人会などの町村における文化団体の本部ともなり、各団体が相提携して町村

振興の底力を生み出す場所である。 

1949 年社会教育法（国及び地方公共団体の責務を規定） 

国及び地方公共団体は…すべての国民があらゆる機会、あらゆる場所を利用して、自

ら実際生活に即する文化的教養を高めうるような環境を醸成するように努めな

ければなれない。（第３条） 

 

公民館は、市町村その他一定区域内の住民のために、実際生活に即する教育、学
術及び文化に関する各種の事業を行い、住民の教養の向上、健康の増進、情操の純
化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与することを目的とする。（第 20 条） 

２ 

公民館の設置理念とは 
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「公民館」はなぜ必要？（６） 

●事業の画一化 

●貸し館化 

●老朽化 

●職員の専門性の欠如 

現状は…90 年代以降の生涯学習政策による社会教育行政の空洞化 
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ネットワーク型行政とは？（３） 

1998 年「公民館の設置及び運営に関する基準」の改訂 
2003 年 同基準の全面改訂 
 
1999、2001 年 社会教育法改正 
 

→公運審の必置規定が任意必置 
社会教育委員の選定基準の緩和 
公民館職員の配置が努力義務 
公運審や社会教育委員の権限を縮小 
公民館の設置基準の大綱化・弾力化  など 

ネットワーク型行政とは？（１） 
1998 年生涯学習審議会答申 
「社会の変化した今後の社会教育行政の在り方について」 
 

●地域住民の学習ニーズの多様化・高度化に行政の提供する学習機会は対応で
きなくなっている。 

●生涯学習活動の広範な領域に対して、社会教育活動は十分な役割を果たし得
ない。 
●地域社会や家庭の環境の変化に対して、地域社会の活動化や家庭の教育力の
向上に取り組む必要がある。 

●地方分権や規則緩和を進め、社会教育サービスの提供と向上を図る。 
●民間の社会教育活動(市民活動、ボランティア活動、民間教育事業など)との連
携、協力を促進する。 

ネットワーク型行政とは? (2） 

2008 年中央教育審議会(生涯学習分科会)答申 
「新しい時代を切り拓く生涯学習の振興方策について」 
 
●知識基盤社会への対応 
●生涯にわたり職業能力や就業能力（エンプロイアビリティ）を身につけ、
社会生活を営んでいく上で必要な知識・技能等を習得・更新していく必要 
●行政改革・規制緩和や地方分権による行政サービスの縮小に対して、地域
住民等が自らその役割を果たす自立した 
地域社会構築の必要 
●持続可能な社会や知の循環型社会を構築する必要 

３ 
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ネットワーク型行政とは？（４） 
2006 年教育基本法改正 

 

第３条（生涯学習の理念） 

国民一人ひとりが自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることができるよう、
その生涯にわたって、あらゆる機会に、あらゆる場所において学習すること
ができ、その成果を適切に生かすことができる社会の実現が図られなければ
ならない。 
第 12 条（社会教育） 

個人の要望や社会の要請にこたえ、社会において行われる教育は、国及び地方

公共団体によって奨励されなければならない。 

 

ネットワーク型行政とは？（５） 

●行政改革を推進するための規制緩和と地方分権を推進するための
首長部局の権限強化 

●知識基盤型社会、持続可能な社会、知の循環型社会など、新たな時
代への対応 

●行政サービスの縮小に対する自立した個人や地域社会の形成 
 

❝様々なステークホルダー(利害関係者)をネットワークでつ
なぎ、相互補完的関係性を構築していく❞ 
 

４ 
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今後の展望とは？（１） 

今後の展望とは？（２） 

今後の展望とは？（３） 

「国民の自己教育であり、相互教育であり、自由と機動性を本質とする社会教育」 

「法に根拠を置かない社会教育の自由はいつ侵されるか保障しがたいのである。

その意味で社会教育の大きな発展のために、さらには民主国家の国民に必要な国

民教育の自由と向上のために、社会教育法の絶対的な存在意義があった」 

「常に、国、地方公共団体というような権力的な組織との関係において、その責

任と負担とを明らかにすることによって、社会教育の自由の分野を保障しようと

するのが社会教育化のねらいであって…」 

 

 

 

たとえ家庭教育や学校との連携、ボランティアの育成が重要だとしても、住民の主体

的に基づかない教育内容の誘導は抑制すべき 

 

 

内在外材矛盾論（小川利夫） 

公教育（公権力作用）としての社会教育活動と国民の自己教育の外在矛盾 

公教育としての社会教育実践が国民の自己教育運動に関与することを法によって義

務付けられている内在矛盾 

→                      
 

法概念として、サポート but ノーコントロール 
 

 

 

第 23 条 公民館は、次の行為を行ってはならない。 
１ もっぱら営利を目的として事業を行い、特定の営利事業(「営利事業」とす
べきものと思われる)に公民館の名称を利用させ、その他営利事業を援助す
ること 

２ 特定の政党の利害に関する事業を行い、または、公私の選挙に関し、特定
の候補者を支持すること。 

市町村の設置する公民館は、特定の宗教を支持し、又は特定の教派、宗派もしくは教団

を支援してはならない。 

 

３．教育の自由を行政はどこまで保障するか(公共性をめぐって) 

 
 

１．社会教育（公民館）は地域住民のものである。 

２．社会教育法は国及び地方公共団体の責務（環境醸成）を規定 
 

社会教育行政の役割は、「環境の醸成」＝条件整備と助長行政である。 
 

 

原則として、ノーサポート・ノーコントロール 
 

５ 

（寺中作雄『社会教育法解説』1949 年 
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今後の展望とは？（４） 

今後の展望とは？（５） 

 

 

 

→公共の福祉(日本国憲法 13 条)とは、相互の人権(自由と権利)を侵害し

ないために一定の制約を受任する(させる)こと 

 

 

 
 

 

４．公民館主事の果たすべき役割 

 活動 
 

環境醸成 

 

公運審は公民館の運営責任者という気概を。 
公民館の職員がどれだけ利用者・地域住民と対話しているか。 
公民館の職員がどれだけネットワークを保有しているか。 

 

 

地域課題の掘り起こし 
課題の意識化 

リーダー(担い手)養成 

学習成果のアウトプット 
学習の継続支援 

施設・設備の提供 
住民参加の学習内容編成 

学習集団の組織化 
関係機関との連携 

地域住民の学習要求 

 

講座・サークル活動 

 

地域の創造  

 

６ 


